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電子端末の持ち帰りについて 

 

このことについて、学校では９月 17日（金曜日）に行われるオンライン授業の準備をは

じめ、「欠席・遅刻・早退」の連絡等、電子端末を活用することで時間的・空間的な垣根を

なくし、学校と家庭とをリアルタイムでつなぐよう、準備を進めてまいりました。 

 このたび、その準備が整いましたので、今後１～３年生も、下記のとおり電子端末を家

庭に持ち帰ります。持ち帰りにあたり、学校では電子端末の使用方法をはじめ、使用する

際の約束について指導しましたが、御家庭でも、改めて親子で話し合う機会を設けていた

だくようお願いします。 

 

記 

 

１ 持ち帰り開始日 令和３年９月 10日（金曜日） 

 

２ 持ち帰りの際のお願い 

・子供たちは今後、「電子端末」を毎日持ち帰ります。「電源アダプタ―」は、登下校時 

における子供の量的な負担を減らすため、家庭に置いておくようにします。 

登校するときには「電子端末」を忘れずに学校へ持ってくるようお願いします。 

・学校に持ってくる際は、学校で使用中、電源が消えないよう、御家庭で充電をしてお 

くようお願いします。 

・ランドセルの中に入る大きさですが、必要に応じてバッグ等に入れても構いません。 

なお、電子端末は「防滴」ですが「防水」ではありません。雨天時の登下校には十分 

に注意して持ち運ぶようにしてください。御心配な方は、ビニール袋などを御用意く 

ださい。 

 

３ 御家庭で使用する際の留意点 

  以前提出していただいた「学習用端末持帰り申請書」のとおり、利用規約を守り、使 

用するようお願いします。具体的には、 

 ・端末に落書きをしたり、シールを貼ったりしない。 

・家庭用Wi-Fiや、フリーWi-Fiへの接続はしない。 

 ・端末を用いて他人の写真や動画を無許可で撮影・アップロードしない。 

 ・アプリのインストールや、設定の解除・変更をしない。 

  等があります。「端末は学習のために使用する」という原則に沿って、御家庭でも使用 

方法や使用時間等について、親子で話し合う機会を設けていただくようお願いします。 

 

４ その他 

 ・電子端末の持ち帰りが始まることで、登下校時における子供の量的・体力的な負担が 

増えないよう、携行品について配慮していきます。 

・電子端末の持ち帰りにあたり、御不明な点がある場合は、下の担当まで連絡をお願い 

します。 

担当   教   頭 

（竹内 克己） 

電話 ５５－２１２９ 

 


